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１．市税の種類と納期 

 

（１） 市税の種類（税目） 

   ・市民税・県民税・森林環境税（普通徴収、特別徴収） 

    ※令和 5 年度以前の課税分は「市民税・県民税（普通徴収、特別徴収）」となります。

名称の違いにより扱いが異なるものではありません。 

   ・法人市民税 

   ・固定資産税（都市計画税、償却資産を含む。） 

   ・軽自動車税 

    ※令和 7 年度以前の課税分は「軽自動車税（種別割）」となります。 

名称の違いにより扱いが異なるものではありません。 

   ・市たばこ税 

   ・特別土地保有税（平成１５年４月１日から課税停止） 

   ・入湯税 

   ・事業所税 

   ・国民健康保険税 

   ・鉱産税 

 

（２）税目別の納期月一覧表 

・納期限は、各納期の月末です。 

・納期の末日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日になります。 

ただし、年末の場合（固定資産税第４期）は翌年の１月４日、国民健康保険税第 7 期は 

１２月２８日が納期限になります。 

・この納期のほか、随時分、納期変更分等があります。 

 

・納期限は、徴収月の翌月の１０日です。 

・納期限が金融機関の休業日の場合は、その翌営業日が納期限となります。 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １月 ２月 ３月 計

市民税・県民税（普通徴収） １期 ２期 ３期 ４期 随時 ４回

固 定 資 産 税 １期 ２期 ３期 随時 ４回

軽 自 動 車 税 全期 １回

国 民 健 康 保 険 税 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ８期 ９期 １０期 １０回

納 期 限 4/30 6/1 6/30 7/31 8/31 9/30 11/2 11/30 2/1 3/1 3/31

１２月

４期

７期

固定1/4
国保12/28

納 期
税 目

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １月 ２月 ３月 計

市民税・県民税・森林環境税

（ 特 別 徴 収 ） 3月分 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 12月分 1月分 2月分 12回

納 期 限 4/10 5/11 6/10 7/10 8/12 9/10 10/13 11/10 1/12 2/10 3/1012/10

１２月

11月分

納 期
税 目税 目
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２．納付書（納入書）の種類 

 

（１） 当初納付書（納入書） 

当初納付書（納入書）は申告による納付を除き、納税通知書とともに納期限の１０日前までに

納税者に届くように発送します。 

・市民税・県民税・森林環境税（普通徴収）＝全期分（納期４回分）を６月１０日に発送予定 

・固定資産税（土地・家屋）＝全期分（納期４回分）を４月 ８日に発送予定 

・固定資産税（償却資産）＝全期分（納期４回分）を４月 ８日に発送予定 

・軽 自 動 車 税＝全期分（納期１回分）を５月 １日に発送予定 

・国 民 健 康 保 険 税＝全期分（納期１０回分）を６月１２日に発送予定 

 ※上記５税および、下記の市民税・県民税・森林環境税（特別徴収）の当初納付書は OCR 納付  

  書（納入書）になります。（その他の税は手書納付書を使用します） 

・市民税・県民税・森林環境税（特別徴収）については、５月中旬に、OCR 納入書全月分（納期

１２回分とその予備分）を税額通知書とともに発送します。 

※納期の特例を受けている事業所は、納期２回分とその予備分の OCR 納入書を発送します。 

  ・申告により納付する税目（法人市民税、市たばこ税、特別土地保有税、入湯税、事業所税、     

鉱産税）については、納期限が個々に異なるため、それぞれ事前に発送します。 

   ※特別土地保有税は平成１５年４月１日から課税が停止されています。 

 

（２） 督促状 

  ・各納期月の翌月の２０日（土曜、日曜、祝日の場合は前営業日）に、指定納期限を設定して、未

納者に発送します。［ただし、固定資産税第４期分（１月４日納期限分）は当月２０日に発送。

また、国民健康保険税第７期分（１２月２８日納期限分）は１月１５日に発送。］ 

  ・市民税・県民税・森林環境税（特別徴収）は、各納期月の３０日（土曜・日曜・祝日の場合は前

営業日。２月は２８日。）に指定納期限を設定して、未納者に発送します。 

 

（３） 催告書 

  ・督促状発送月の翌月以降に指定納期限を設定して、未納者に発送します。 

 
（４） 再発行納付書 

  ・指定納期限を設定し、随時に発送します。（手書納付書を使用することもあります。） 

 

（５） 口座振替不納通知書 

  ・各納期限の口座振替で、振替不能となった納税者に納期限の４営業日以内に発送します。 

   ※ただし、国民健康保険税は除く 
 

◎市民税・県民税・森林環境税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車税の納付書には、地方税 

統一 QR コードを印字しております。 ※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 
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３．市税の納税方法と納付書（納入書）の取扱い 

 

（１） 納税の方法 

金融機関における納税の方法は、主に次の２種類があります。 

①  一般納税者および特別徴収義務者による金融機関窓口での納付（納入） 

②  預・貯金口座利用による口座振替・自動払込納付 

 また、その他の納税方法として、市役所・支所・連絡所窓口での納付（納入）、コン

ビニエンスストアでの納付、スマートフォンアプリでの納付、クレジットカードで

の納付、ペイジーでの納付及び共通納税システムでの納付（納入）があります。 

 ※納税方法により対象税目等取扱いが異なります。 

 

（２）納付書（納入書）の取扱い 

市税を金融機関の窓口で収納する場合は、次のとおりです。 

①  一般納税者が納付書または申告用納付書に、また特別徴収義務者が納入書に現

金などを添えて納付（納入）します。 

②  収納後は、所定の枠内に領収済スタンプを押印し、ミシン目に沿って切り離し、

領収証書をお客様へ、大分市原符兼払込金受領証または納付書（納入書）を金融

機関の控えとして、納付書兼領収済通知書または納入済通知書を取りまとめ店へ

送付していただきます。 

③  誤って押した領収済スタンプは確実に消してください。 

④  軽自動車税の納税通知書兼領収証書には「継続検査用納税証明書」欄を設けて

あり、納税証明を兼ねていますので「領収証書」から切り離さず領収済スタンプ

を押印し納税者に返してください。 

⑤  指定納期限を過ぎた納付書（納入書）は、督促手数料や延滞金が加算される可

能性があるため、納付（納入）を受付した際は、P４「４．納期後における収納」

参照のうえ、収納してください。 

⑥  特別徴収義務者が納入書に記入した金額に誤りがある場合、下記の表のとおり

に収納してください。 

    

帳票名 保管先 記入誤りがあった場合

領収証書 納入者 できるだけ予備を使うように依頼

納入書 金融機関 各金融機関の判断により収納

納入済通知書 大分市 読み取りができれば収納可能
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４．納期後における収納 

 

（１） ＱＲコード付納付書［市民税・県民税・森林環境税（普通徴収）、固定資

産税、軽自動車税、国民健康保険税］ 

ＱＲコード付納付書は加筆・修正できないので、納付書に記載の金額で収納してく

ださい。 

 

（２） ＱＲコードのない納付書［市民税・県民税・森林環境税（特別徴収）、法

人市民税、事業所税、入湯税、たばこ税、国民健康保険税］ 

指定納期限を過ぎた納付書（納入書）は、督促手数料や延滞金が加算される可能性

があります。そのため、納付（納入）を受付した際は、「令和 8 年度督促手数料加算

開始日早見表」及び「延滞金早見表」を参照し、督促手数料や延滞金が加算される場

合や延滞金が増える可能性がある場合は、必ず下記担当課にお問い合わせの上、収納

してください。 

督促手数料や延滞金が加算される場合や延滞金が増える場合で、金融機関で収納可

能な場合は、次のとおり納付書（納入書）を修正し収納してください。ただし、合計

欄を修正した領収証書は、公的機関へ提出する証拠書類としては無効となるため、 

一般納税者または特別徴収義務者の了承を得たうえで収納してください。 

ア） 修正する税額を二重線で抹消する。 

イ） 押切印を二重線の上へ押印する。 

ウ） 正しい税額を抹消した税額の横に分かるように記載し収納する。 

 

【問い合わせ先】 

国民健康保険税以外の市税・・・納 税 課：097-537-5691、097-537-5692 

国民健康保険税・・・・・・・・国保年金課：097-537-5738 

 

（３）ゆうちょ銀行・郵便局の方へお願い 

ペイジー対応の納付書については、一括伝送処理を行っていただいておりますので、

税額に変更が生じるような場合（督促手数料、延滞金の加算等）は、窓口での受付を

行わないようにしてください。 

 



◎令和８年度督促手数料加算開始日早見表

税 目 等

固 定 資 産 税 第 １ 期 4 月 30 日 5 月 21 日

（土地・家屋、償却資産） 第 ２ 期 7 月 31 日 8 月 21 日

第 ３ 期 9 月 30 日 10 月 21 日

第 ４ 期 1 月 4 日 1 月 21 日

軽 自 動 車 税 第 １ 期 6 月 1 日 6 月 20 日

市 民 税 ・ 県 民 税 第 １ 期 6 月 30 日 7 月 18 日

・森林環境税 第 ２ 期 8 月 31 日 9 月 19 日

（ 普 通 徴 収 ） 第 ３ 期 11 月 2 日 11 月 21 日

第 ４ 期 2 月 1 日 2 月 20 日

市 民 税 ・ 県 民 税 ４ 月 4 月 10 日 5 月 1 日

・森林環境税 ５ 月 5 月 11 日 5 月 30 日

（ 特 別 徴 収 ） ６ 月 6 月 10 日 7 月 1 日

７ 月 7 月 10 日 7 月 31 日

８ 月 8 月 10 日 8 月 29 日

９ 月 9 月 10 日 10 月 1 日

１０ 月 10 月 13 日 10 月 31 日

１１ 月 11 月 10 日 12 月 1 日

１２ 月 12 月 10 日 12 月 29 日

１ 月 1 月 12 日 1 月 30 日

２ 月 2 月 10 日 2 月 27 日

３ 月 3 月 10 日 3 月 31 日

国 民 健 康 保 険 税 第 １ 期 6 月 30 日 7 月 18 日

第 ２ 期 7 月 31 日 8 月 21 日

第 ３ 期 8 月 31 日 9 月 19 日

第 ４ 期 9 月 30 日 10 月 21 日

第 ５ 期 11 月 2 日 11 月 21 日

第 ６ 期 11 月 30 日 12 月 19 日

第 ７ 期 12 月 28 日 1 月 16 日

第 ８ 期 2 月 1 日 2 月 20 日

第 ９ 期 3 月 1 日 3 月 20 日

第 １０ 期 3 月 31 日 4 月 21 日

※上記督促手数料加算開始日より督促手数料５０円が加算されます。

※納期限を変更している場合、督促手数料加算開始日はこの限りでありません。

　恐れ入りますが、担当課までご連絡ください。

期　　別 納 期 限 督促手数料加算開始日
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◎延滞金早見表《延滞金の最低額1,000円が算定される納期経過日数一覧表》

2,000 2,029 58,000 91 105,000 60 435,000 30

3,000 1,359 59,000 90 107,000 59 450,000 29

4,000 1,025 60,000 89 110,000 58 466,000 28

5,000 825 61,000 88 113,000 57 483,000 27

6,000 691 63,000 86 117,000 56 502,000 26

7,000 595 64,000 85 120,000 55 522,000 25

8,000 523 65,000 84 124,000 54 544,000 24

9,000 468 66,000 83 128,000 53 567,000 23

10,000 423 67,000 82 132,000 52 593,000 22

11,000 387 68,000 81 136,000 51 621,000 21

12,000 356 69,000 80 141,000 50 652,000 20

13,000 331 70,000 79 146,000 49 687,000 19

14,000 309 71,000 78 152,000 48 725,000 18

15,000 290 73,000 77 158,000 47 767,000 17

16,000 273 74,000 76 164,000 46 815,000 16

17,000 258 75,000 75 171,000 45 870,000 15

18,000 245 77,000 74 178,000 44 932,000 14

19,000 233 78,000 73 187,000 43 1,003,000 13

20,000 223 80,000 72 196,000 42 1,087,000 12

21,000 213 81,000 71 206,000 41 1,186,000 11

22,000 204 83,000 70 217,000 40 1,304,000 10

23,000 196 85,000 69 229,000 39 1,449,000 9

24,000 189 87,000 68 243,000 38 1,630,000 8

25,000 182 89,000 67 259,000 37 1,863,000 7

30,000 156 91,000 66 276,000 36 2,173,000 6

35,000 137 93,000 65 297,000 35 2,608,000 5

40,000 122 95,000 64 320,000 34 3,259,000 4

45,000 111 97,000 63 348,000 33 4,346,000 3

50,000 102 99,000 62 381,000 32 6,518,000 2

55,000 95 102,000 61 421,000 31 13,036,000 1

※ 延滞金特例基準割合を1.8％とし、納期限の翌日から１か月を経過する日までを2.8％、それ
　 以降を9.1％で算出。

※ 納期限の翌日から１か月を経過する日数を３１日として算出。

(円) (日)(円) (日) (円) (日) (円) (日)

(令和8年)

納付税額 日数 納付税額 日数 納付税額 日数 納付税額 日数

‐6‐
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５．口座振替・自動払込の取扱い 

 
（１）口座振替・自動払込の推進 

口座振替・自動払込による納税制度は、収納事務の効率化や納税者の利便性を向上させ

ることから、現在大分市は口座振替・自動払込加入の推進を図っています。 

 

（２）口座振替・自動払込対象税目 

・市民税・県民税・森林環境税（普通徴収） 

※給与及び年金からの特別徴収は対象外、依頼書には便宜上「市県民税」のみ表記 

・固定資産税（土地・家屋） 

・固定資産税（償却資産） 

・軽自動車税 

・国民健康保険税 

 

（３）データ伝送による口座振替・自動払込について 

①請求明細データを振替日の５営業日前までに金融機関へ伝送します。請求明細データ

は、振替日及び振替方法（期別、全期一括）毎に作成しています。 

②振替日は、原則として納期限の日とします（全期一括振替については、第１期納期限

日とします）。 

③振替結果データは振替日の翌営業日までにご用意ください。 

振替不能の場合は不能通知書（納付書兼領収済通知書併載）を納税者に送付します。 

     ※ただし、国民健康保険税は除く 

 

（４）口座振替・自動払込依頼書の受付について 

納税者から金融機関の窓口で市税等の口座振替・自動払込依頼の申し出があった場合は、

次の点に注意して受付してください。 

① 納税義務者毎の作成について 

・固定資産税（土地・家屋）は、納税通知書毎に納税義務者が異なりますので、別々

の用紙で受付してください。 

・軽自動車税は、納税義務者名義の全車両が対象となりますので、車両を限定するこ

とはできません。 

② 口座振替・自動払込の開始期について 

・振替開始日は、口座振替依頼書を提出した月の翌月末の納期分からです。 

・年度途中に振替方法「一括」を申し込みされた場合は、その年度は翌月末分から期

別での振替となり、来年度分から一括での振替となります。 
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③ 記載内容の注意事項について 

  

新様式では、納税義務者の住

所及び氏名が口座名義人と

同一である場合は、「同上」

表記を可とします。 

※旧依頼書を提出された場

合は、現行どおりどちらも記

載が必要です。 

申込区分は、必ず「１」

か「３」に○の記入をお

願いします。 

振替（払込）科目及び振替（払

込）方法は、希望するものに

必ず○の記入をしていただ

くようお願いします。 

※固定資産税については、土

地・家屋と償却資産の振替

(払込)科目があり、記入誤り

が多いため、ご確認をお願い

いたします。 

申込年月日は、提出日となります。

和暦での記入をお願いします。（西

暦の場合も受付してください。） 

納税義務者との関係欄は、必須

ではありませんが、できる限り

記入をしていただくようお願

いします。 

通知書番号は、無記入の場合で

も受け付けてください。 電話番号は、必ず記載していた

だくようお願いします。 

大
分 

大
分 

同 上 

同 上 

大分 太郎 

オオイタ タロウ 

870 8504 
大分市荷揚町２番３１号 

荷揚町２番３０号 ３1 号 

097 
534 5611 
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（５）受付後の事務処理について 

① 金融機関で受付した依頼書は、受付印を該当欄に押印し、お客様控は納税者に渡して

大分市控は納税課へ速やかに送付してください。 

② 大分市役所等で受付した依頼書は、市の受付処理の後、金融機関へ送付します。金融

機関は所定の処理後受付印を該当欄に押印し、大分市控を返送してください 

 

（６）口座振替・自動払込の変更・解約について 

 口座名義人、預金の種類、口座番号等の変更がある場合、口座振替・自動払込依頼書の

申込区分の欄の「１ 新規（変更）」に○印をして送付してください。 

 また、口座振替・自動払込を依頼している納税義務者等が振替をやめようとするときは、

申込区分の欄の「３ 解約」に○印をして送付してください。 

 

◎口座振替・自動払込開始期早見表 

 

※注１ 申込締切日が金融機関等の休業日の場合は、１日前が締切日となります。 

※注２ 振替予定日が休日の場合は、翌営業日が振替日となります。 

振替（払込）科目 振替方法 期別
申込締切日
※注１

納期限（振替予定日）
※注２

一括 全期 5月31日 6月30日
第１期 5月31日 6月30日
第２期 7月31日 8月31日
第３期 9月30日 10月31日
第４期 12月28日 1月31日

一括 全期 3月31日 4月30日
第１期 3月31日 4月30日
第２期 6月30日 7月31日
第３期 8月31日 9月30日
第４期 11月30日 1月4日

軽自動車税 4月30日 5月31日
第１期 5月31日 6月30日
第２期 6月30日 7月31日
第３期 7月31日 8月31日
第４期 8月31日 9月30日
第５期 9月30日 10月31日
第６期 10月31日 11月30日
第７期 11月30日 12月28日
第８期 12月28日 1月31日
第９期 1月31日 2月末日
第１０期 2月末日 3月31日

国民健康保険税 期別のみ

期別

市民税・県民税・
森林環境税
（普通徴収）

期別
固定資産税

（土地・家屋、償却資産）

第１期のみ


